
 

 

報告第３７号 

 

決算不認定に係る措置について 

 

令和６年度豊橋市一般会計歳入歳出決算、令和６年度豊橋市総合動植物公園事業特

別会計歳入歳出決算、令和６年度豊橋市水道事業会計決算、令和６年度豊橋市下水道

事業会計決算及び令和６年度豊橋市病院事業会計決算の不認定を踏まえ、必要な措置

を講じたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第７項及び地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第８項の規定により報告する。 

 

令和７年１２月８日提出 

 

豊橋市長  長 坂 尚 登 

 

１ 不認定となった日 

  令和７年９月２６日 

 

２ 講じた措置の内容 

  一般会計、総合動植物公園事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計及び病

院事業会計の契約事務における不適正な事務処理に対する再発防止策として、次の

措置を講じた。 

（１）全職員に対する研修の実施 

契約事務における不適正な事務処理の防止及びコンプライアンス意識の更なる

向上を目的として、職員に対して、官製談合防止法の研修及び特別研修（契約事

務）を実施した。 

 



 

 

（２）随意契約に係る契約手続の明文化 

  ア 訓令等の改正 

    緊急修繕等の随意契約における不適正な事務処理が発生することを防止する

ために、「豊橋市決裁規程」及び「豊橋市上下水道局処務規程」を改正した。 

  イ 随意契約ガイドラインの改訂 

    随意契約に係る事務について、職員が統一的に解釈し、及び公正に実施でき

るようにするために、「豊橋市随意契約ガイドライン」を改訂した。 

（３）随意契約に係る仕組み及び体制の整備 

随意契約において、選定する事業者、見積書の受領、発注等の契約事務等を複

数の職員で確認できるようにするために、「豊橋市随意契約ガイドライン」を改訂

した。 



 

 

報告第３７号参考資料 

 

１ 全職員に対する研修の実施 

（１）官製談合防止法の研修 

ア 日程及び場所 

１０月３１日（金）午後２時から午後３時まで 東８６会議室 

イ 受講者数 ５２人（うち不適正事務処理該当課職員は、３７人） 

ウ 受講対象者 不適正事務処理該当課職員及び希望する技術職員 

エ 研修内容 官製談合防止法について（講師：公正取引委員会職員） 

（２）特別研修（契約事務） 

ア 日程、場所及び受講者数 ２,０３１人 内訳は、次のとおり 

イ 受講対象者 全職員（市民病院の医療職、消防士、保育士、技能労務職であ

って現場で従事する職員、病気休職者、産育休者及びアルバイ

トを除く。） 

ウ 研修内容 

（ア）契約事務における不適正な事務処理の公表内容について 

（イ）随意契約について 

（ウ）官製談合防止法について（※） 

（※）公正取引委員会が制作したｅラーニング動画を視聴 

開催場所 開催日 
受講者数 

（午前:６０分） 

受講者数 

（午後:６０分） 

本庁講堂 １１月 ７日（金） １７６人 １５８人 

上下水道局大会議室 １１月１７日（月） ５０人 ５３人 

保健センター講堂 １１月１９日（水） ５２人 ４０人 

自席等での動画によ

る受講 

１１月６日(木)から同月１９

日(水)までの１０日間 
１,５０２人 



 

 

２ 随意契約に係る契約手続の明文化 

（１）訓令等の改正 

少額随意契約に係る一者随意契約をする場合の事業者の選定に関すること等に

ついて、部長決裁等とする「豊橋市決裁規程」の改正を行った。また、同様の内

容について、「豊橋市上下水道局処務規程」の改正を行った。 

（２）随意契約ガイドラインの改訂 

ア 地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号の規定に基づく随意契約に係る

見積書の徴取の方法について、競争見積方式による随意契約ができる場合及び

一者随意契約ができる場合を表にまとめて新たに追加するなど、職員が随意契

約に係る事務を統一的に解釈できるようにするために、「豊橋市随意契約ガイド

ライン」を改訂した。 

イ 随意契約における緊急の必要によるものの具体例の明示、事業者の選定の要

件及び留意点を記載したほか、少額随意契約に係る一者随意契約をする場合の

事業者の選定にあっては理由書を添付して部長決裁を得ることを新たに記載す

るなど、職員が随意契約に係る事務を公正に実施できるようにするために、「豊

橋市随意契約ガイドライン」を改訂した。 

 

３ 随意契約に係る仕組み及び体制の整備 

随意契約において、偏りが出ないよう複数の職員で事業者を選定すること、事業

者からの見積書を複数の職員で受領することを新たに記載するなど「豊橋市随意契

約ガイドライン」を改訂した。 


